
裏 面 に セ ミ ナ ー 概 要 が ご ざ い ま す

WEB会議アプリ「Zoom」を使用

6/7 14：00～15：00金

講師

開催日程

セミナーの主な内容

人事責任者様・ご担当者様6/6
(木）

申 込 期 限 https://www.aand.co.jp/event/WEBよりお申し込み

対象者

30名様
※但し、定員に達した場合には、その時点で申込み締め切りとさせて頂きますので、予めご了承下さい。

定 員

参加費

無料
先着30名

オンライン開催

6/7(金) 14：00～

セミナーの主な内容

一定の割合で賃上げを図った場合に、法人税が優遇され
る「賃上げ促進税制」。2024年4月1日以降より、その優
遇措置が拡大されています。一方で、制度の枠組みが人
事労務・法人税務に及ぶことから、枠組みの理解が追い
付かないというお声をよくお聞きします。

・制度自体は聞いたことがあるものの、どのような企業
が対象となるのかいまいち理解できていない
・具体的に、税制優遇を受けるためにはどのような作業
を行えばよいのかわからない

本セミナーでは、「賃上げ促進税制」に関して、
その枠組み及び、実際の作業手順や申請方法に関して解
説いたします。

無料
セミナー

オンライン開催

1. 賃上げ促進税制_制度の概要・サマリ

2. 賃上げ促進税制_算出手順

3. 質疑応答

photo

本多 邦亮

株式会社日本アウトソーシングセンター
営業統括部 部長代理

【略歴】
大学卒業後、アクティブアンドカンパ

ニーに入社。その後、日本アウトソーシン
グセンターへ出向し様々な企業の給与計算
業務を担当。現在は部長代理として営業業
務に従事し、上場企業から中小企業まで給
与計算及び人事労務業務改善のコンサル
ティング提案を行う。2019年、給与実務
者検定1級を取得。

「中小企業」枠が新設！賃上げ促進税制対応セミナー

～作業手順から申請方法まで解説～



【個人情報の取り扱いについて】
本セミナーは、ご入力いただいた個人情報の提供に同意いただける方のみ申し込みを受け付けます。
ご入力いただいた個人情報は、当社の個人情報保護方針に基づき、適正にお取り扱いいたします。（お問い合わせ先：privacy@aand.co.jp）
【お問い合わせ先】
株式会社日本アウトソーシングセンター セミナー事務局
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-10-17 西天満パークビル7階【TEL】06-6311-6721 【FAX】06-6311-6722【e-mail】info@jpnoc.co.jp 

賃上げ促進税制に関して貴社はどこまで対応できていますか？

対象者

開催日程

開催方法

定員

参加費 無料

申込方法

期日

2024年6月6日（木）までに、WEBにてお申し込み下さい。

※但し、定員に達した場合には、その時点で申し込み締め切りとさせていただきますので、予めご了承下さい。

注意事項
WEBセミナーのため、会場へご来場いただく必要はございません。

1社につき2名様までのお申し込みとさせていただきます。

弊社判断により競合サービス取り扱い企業様のご参加をお断りさせていただく場合がございますので、

予めご了承ください。

WEBもしくはメールにて参加希望するセミナーにお申し込み

お申し込み完了後、ご入力いただいたメールアドレスへお申し込み完了メールが届きます

ブラウザ環境またはZoomアプリをダウンロード（https://zoom.us/download）

アプリをダウンロードしなくても、ブラウザ環境でもセミナーを視聴することができます

セミナー開催前日に、接続方法やWEB会議URLをメールにてご案内

接続方法や動作確認、セミナー視聴に向けての準備や注意事項についてご連絡いたします

セミナーのアクセス開始時刻になりましたら、WEB会議URLからZoomを起動

前日にお送りしたURLを押下し、ログインしてください ※インストール済みであれば、URL押下後、自動起動します

Zoom起動後、氏名をフルネームで入力し、ミーティングに参加
セミナー入室の際はオーディオ参加、ビデオOFF・ミュートでお願いいたします

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

お申し込みから受講までのSTEP

人事責任者・ご担当者様

WEBアプリ Zoom を使用（ブラウザ環境・アプリダウンロードともに無料です）

※接続方法や視聴用URLはお申し込み後、開催日の前日にご連絡させていただきます。

2024年6月7日（金）

WEB会議室への入室開始：13:50 / 開始 14:00 〜 終了 15:00（予定）

30名様

制度自体は聞いたことがあるものの、どのような企業が対象となるのかいまいち理解できていない

開催概要

具体的に、税制優遇を受けるためにはどのような作業を行えばよいのかわからない

「賃上げ促進税制」のメリット・デメリットを知りたい
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